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１自転車ネットワークの見直し 

(1) 自転車ネットワーク見直しの背景 

 本市の自転車ネットワークは、主な施策である通勤・通学・買物の３つの利用目的に基づき選定をし、

その中でも特に整備の必要性や実現性の高い路線を優先整備路線として位置付け、整備を進めてきました。 

 しかしながら、整備にあたり道路管理者による詳細検討を行なったところ、必要な幅員を確保するため

の既設構造物改修に多額の費用がかかることや、道路空間の再配分や道路拡幅を行なわなければ完成形態

での整備が当面困難な路線があることがわかり、当初の計画より整備の進捗が遅れている状況となってい

ます。 

こうした中、国土交通省と警察庁が策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（以下、

ガイドライン）」が平成 28 年 7 月に改定され、完成形態での整備が当面困難な場合、かつ車道を通行して

いる自転車利用者の安全性を速やかに向上させなければならない場合には、車道走行を基本とした暫定形

態による整備の検討や代替路の選定を行うものとされました。 

本市においても今後はこの考え方に従い、自転車ネットワーク路線の整備進捗を図るため、暫定形態を

積極的に活用していきます。 

(2) 自転車ネットワーク路線の整備形態の見直し 

 暫定形態を考慮した整備形態の見直しについては、基本的に改定されたガイドラインの整備形態選定フ

ローに従って行います。（２頁参照） 

 自転車ネットワーク路線の整備形態の見直しは道路管理者の詳細検討の結果を受け行うものとし、暫定

形態での整備を行う場合は整備形態別の自転車ネットワーク路線図にその適用区間を明示します。 

 今後、暫定形態整備後に、道路や交通状況の変化があった場合には、完成形態での整備を検討します。 

交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方（ガイドライン抜粋） 

基本的な整備形態（イメージ）（ガイドライン抜粋） 

資料２ 

（案） 



2

   車道走行を基本とした暫定形態を考慮した整備形態選定フロー（ガイドライン抜粋） 

※豊橋市では自転車ネットワーク

計画路線として位置付けられてい

ない路線を新たに整備する際に

は、将来的に自転車ネットワーク

計画路線として位置付けること及

びガイドラインに準じた整備を行

うことを検討することとします 
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(3) 自転車ネットワーク路線図（整備形態別） 

■完成形態の自転車ネットワーク路線図 ■暫定形態を適用した自転車ネットワーク路線図（Ｈ29.10 時点）

凡例     自転車道 

       自転車専用通行帯 

       中学（自転車通学率 10%以上） 

       高校 

       大学 

       大規模小売店舗 

       鉄道駅 

凡例     自転車道 

       自転車専用通行帯 

       車道混在（暫定形態） 

       中学（自転車通学率 10%以上） 

       高校 

       大学 

       大規模小売店舗 

       鉄道駅 

自転車ネットワーク路線延長 149km 

自転車道 3km 

自転車専用通行帯 146km  

自転車ネットワーク路線延長 149km 

自転車道 3km 

自転車専用通行帯 140.5km  

車道混在（暫定形態） 5.5km 

暫定形態適用区間 


